
ナ
ナ
l

ナ
ヌ

緊
米
箆
録
。
有
一
-
行
尚
一
有
z

生
回
忌
由
。
山
市
附
刷
出
也
。

大
切
安
凶
。
釘
怒
瓦
相
答
J
H
。
姻
寺
暁
釘
也
。
中
時
b

時
天
文
十
三
段
足
利
巾
医
者
三
月
上
柄
。
』
と
い
ふ
に

歪
っ
て
、
滋
約
の
時
に
は
間
町
民
山
総
に
集
っ
て
市
街

を
形
成
す
る
も
の
、
以
廓
と
府
中
と
の
附
に
鈷
在
し
、

耐
し
て
そ
の
巾
縦
で
あ
っ
た
加
は
、
印
ち
後
悦
の
古

城
別
人
は
古
刷
出
版
の
部
訴
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
か
ら
で
あ
る

o
Xそ
の
服
地
の
形
勢
に
就
い

て
は
、
越
殺
到
=
一
州
芯
放
憾
考
に
、『
今
本
・二
・三
丸

と
束
よ
り
間
へ
辿
b
捗
る
。
共
の
本
・
二
・三
九
か
け

て
別
に
畑
出
馬
必
あ
れ
リ
。
今
捌
手
口
と
て
南
に
坂
あ
り
。

若
し
く
は
是
下
文
に
剥
へ
る
木
治
口
な
る
か
。
共
の

前
に
鍔
枇
あ
り
。
閥
而
は
山
崎
に
て
、
中
川
に
三
折

し
て
下
る
o
n
E
大
子
口
な
ら
ん
。
然
ら
ば

F
e
Xに
赤

荻
口
と
呼
び
し
は
是
か
。
此
の
誼
の
下
よ
り
右
手
に

遊
佐
栄
作
・捌
弁
的
別
館
逃
あ
り
。

三
，
丸
の
聞
に
日

る
也
o

H
K
射
川河
川
出
迎
は
迩
に
師
。
、
木
九
の
側
訟
に

在
b
o
A
の
下
に
谷
第
と
て
段
々
に
箆
庖
に
も
成
。

下
る
。

χ
こ
の
援
に
闘
束
締
あ
b
。
又
脂
製
の
逃
あ

。
。
又
鮒
手
口
と
呼
ぶ
断
此
の
方
に
も
あ
b
o
是
下

文
に
朋
制
大
石
谷
な
る
か
。
凡
そ
こ
の
地
大
挺
凶
而

窃
谷
に
て
昭
一城
山
。
』
と
記
す
る
。
能
管
名
跡
志
に

は、

『
七
隠
と
い
ひ
し
こ
と
は
、
此
城
山
に
街
の
賂
・

竹
の
地
・腕
の
貼
・
松
の
厄
砲
の
陥
・
耐
の
賂
・削
の

隠
と
て
七
厄
あ
。
。
依
て
呼
べ

b
o
惣
名
は
松
の
賂

山
と
呼
べ
b
o』
と
あ
っ
て
、
是
容
の
名

mは
附
曾
で

あ
る
に
し
て
も
、
七
胎
と
は
山
地
の
多
い
こ
と
や
-
意

味
す
る
の
で
あ
ら
う
。
昭
和
九
年
十
二
且
文
相
同
省
は

ζ

の
械
剖
を
計
約
と
し
て
指
定
し
た
。

ナ
ナ
ヲ
ジ
ヨ
ウ
七
尾
被
前
川
利
ん
識
が
鹿
島
郡

小
丸
山
に
例
へ
、
白
山
氏
の
硲
域
名
を
取
っ
て
そ
れ

を
呼
ん
だ
も
の
を
い
ふ
。
こ
の
城
の
構
築
に
就
い
て

は
、
利
家
か
ら
片
山
内
腕
・
村
訓
以
後
に
宛
て
た
正

且
十
一
日
附
の
惣
問
問
旧
制
州
立
酬
を
命
じ
た
消
息
が
あ
る

が
、
年
紀
を
記
し
て
な
い
か
ら
純
々
に
考
へ
ら
れ
て

ゐ
る
。
森
川
裕
次
は
、
白
山
翁
物
削
に
天
正
十

一
年

の
春
七
地
城
門市
山
氏
の
〉
を
版
し
て
城
下
を
腕
，
口

に
拶
し
、
然
多
本
一
白
の
小
丸
山
に
減
を
興
し
た
と
あ

る
に
凶
っ
て
十
一
年
と
し
、
又
或
は
十
七
年
九
且
サ

一
一
日
附
て
利
家
が
小
H
M
・
防
，
口
の
宵
姓
中
に
奥
へ
、

所，
口
の
尽
州
地
を
明
柿
野
に
刺
ぜ
し
め
た
文
部
が

あ
る
に
越
づ
い
て
十
七
年
殻
を
中
山
閉
山
す
る
も
の
も
あ

る
。
例
L
後
説
は
巡
き
に
失
す
る
。
J
l
年
正
且
サ
日

附
十
共
術
ハ
中
町
鉛
物
帥
U

に
奥
へ
て

『
七
尾
府
中
に

お
い
て
城
を
築
候
僚
、
か
ね
て
巾
付
お
き
候
鉛
物
等

早
々
一
吋
情
出
候
。
』
と
あ
る
文
部
と
併
せ
抽
出
へ
て
十
年

に
あ
っ
た
と
椛
定
す
べ
き
で
あ
る
。
次
い
で
同
年
十

月
十
八
日
の
似
に
門
及
び
矢
代
建
築
の
こ
と
が
見

え
、
十
一

日
沖
七
月
八
日
制
問
問
・正
院
・
上
戸
・直
郷
の

仰
肢
を
刷
出
つ
を
命
じ
た
の
は
、
そ
の
政
材
を
以
て
殿

山
聞
の
用
に
附
て
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
航
に
就
い
て

は
小
丸
山
械
の
顎
に
智
世
間
し
た
か
ら
こ
与
に
補
記
す

る
o
J
コ
マ
ル
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ
小
丸
山
城。

ナ
ナ
ヲ
ダ
イ
プ
ツ
七
尾
大
俳
路
島
郷
七
尾
三

品
川
に
直
る
鈴
仰
。
初
め
平
野
皮
字
問
郎
と
い
ふ
者
、

枯れ一附
町
に
背
鎖
的
倣
の
術
部
と
腕
と
を
安
置
し
、
之

が
修
怖
を
芯
し
て
民
た
が
、
明
治
統
新
の
際
欽
宇
を

段
た
れ
た
の
で
、
後
に
貿
易
商
松
非
議
四
郎
は
、
そ

の
的
制
治
を
越
中
日
開
の
藤
川
四
郎
右
衛
門
に
邸
し
、

H
七
年
完
成
を
見
た
。
座
尚
三
米
六
の
服
巡
那
仰
で
、

背
郎
に
勝
保
舟
の
訴
に
成
る
松
井
家
系
代
の
法
名

と
、酬
耐
持
苛
管
長
昨
上
様
仙
の
御
前
文
と
を
刻
す
る
。

ナ
ナ
ヲ
ノ
プ
ア
キ
七
尾
宣
陽

泊
務
銅
次
郎
。

蹴
は
隙
附
。
父
の
験
校
が
七
賂
か
ら
金
抑
に
移
っ
た

の
で
、
そ
れ
を
氏
と
し
た
。
年
二
十、

京
附
に
遊
ん

で
皆
川
供
川
に
尽
び
、
日平
和
三
年
郎
っ
て
仰
を
以
て

務
の
老
臣
前
凶
氏
に
仕
へ
た
。
安
政
四
年
正
月
十
一

日
年
七
十
八
を
以
て
授
。

ナ
ナ
ヲ
ハ
ツ
ケ
イ
七
尾
八
景

鴎

ぬ

郁
七
路
町

的
也
の
舟
勝
を
政
へ
た
も
の
で
、
気
多
秋
且
半
崎

容
雨
・
妙
似
晩
節
・
松
百
遊
魚
・
出
削
門
川
消
泉
・
古
城
秋

毅
・島
山
首
唱
託
・腕
口
郎
帆
こ
れ
で
あ
る
。

ナ
ナ
ヲ
ヒ
ヤ
ヲ
イ
ン
レ
ン
ガ
七
尾
百
韻
蓮
歌

一
容
。
能
駐
日
守
秘
白
山
義
統
の
家
で
行
は
れ
た
辿
献

で
、
義
統
の
『
訟
風
は
む
に
を
さ
ま
る
あ
し
た
税
』
を

震
句
と
し
、
俊
一
一
向
の
執
鎮
で
あ
る
。
翁
物
制
に
は
七

尾
町
人
大
森
屋
長
右
衛
門
の
家
に
持
僻
へ
る
と
し
て

あ
b
、
こ
の
容
は
今
も
存
し
て
ゐ
る
。

ナ
ナ
ヲ
ワ
ン
七
尾
湾
中
能
奇
丘
陵
の
沈
降
に

よ
っ
て
生
じ
た
一
大
符
で
、
束
方
に
能
声
明
白
を
抽
出
L
、

北
糠
・市
部

及
び
問
簡
に
分
か
れ
、
外
洋
よ
り
北
祖国

に
入
る
必
似
を
大
口
被
戸
、
間
関
に
入
る
栴
似
を
小

口
湖
戸
と
い
ふ
。
商
岡
田
は
石
附
俳
風
と
須
佐
民
風

と
の
聞
な
る
俳
風
瀬
戸
を
通
じ
て
商
樋
に
辿
台
、
商

爵
よ
り
帳
僅
か
に
五

O
O米
の
三
ケ
ロ
瀬
戸
を
過
ぎ

る
と
き
は
北
替
に
出
る
こ
と
を
得
る
。
陪
慢
は
海
底

澗
浅
く
、
日
つ
小
口
瀬
戸
に
砂
洲
岩
磁
多
い
が
お
、

航
海
上
注
窓
を
製
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
跨
巾
に
七

胞
の
良
港
が
あ
る
。
北
慢
の
ロ
に
も
抑
彼
礁
そ
の
仙

の
砂
洲
岩
磁
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

都
内
腕
く
、
そ
の

北
認
は
，
史
に
桓
搬
な
肢
出
仰
を
分
か
っ
て
、
中
日

・
穴

水
館
"
の
諸
襖
を
な
し
て
ゐ
る
。

ナ
-
一
書
ワ
ラ
何
た
・
和
ら

一
加
。
金
保
の
例
入

柳
町
田
編
。
序
は
岳
陰
ハ
可
大
)
。
金
海
銀
雅
紫
綬
。
ぷ

永
四
年
の
も
の
で
あ
る
。

ナ
ヌ
カ
イ
チ
七
日
市

什
わ
ヵ
江
沼
紛
那
谷
谷

に
邸
す
る
部
稿
。

ナ
ヌ
カ
イ
チ
テ
イ
七
日
市
邸

上

野

甘
祭
制
七

日
市
侯
の
尉
邸
は
、
町
の
西
端
平
地
に
在
っ
て
、
今

六
二
六

は
山
品
開
町
に
図
す
る
。
武
鑑
に
、
江
戸
を
航
る
こ
と

品
川
九
里
サ
丸
町
と
記
さ
れ
、
邸
地
問
お
六
千
四
百
入

歩
。
一
止
一
向
に
糾
形
を
設
け
、
左
右
に
一
品
さ
六
尺
の
石

組
を
向
刷
み
、
そ
の
上
に
五
尺
の
射
を
遣
っ
た
。
前
而

は
東
方
を
向
き
、
南
北
の
制
凡
そ
六
十
側
、
東
北
に

援
を
縦
ら
し
、
西
南
に
毎
日
出
が
あ
る
。
左
訂
後
の
三

方
に
杉
・際
・僚
の
老
舗
が
あ
っ
て
、
巾
に
滞
俣
の
屈

町
と
悼
同
士
の
邸
宅
を
存
し
、
前
削
附
尽
の
制
で
あ
っ

た
。
こ
の
郎
の
沿
革
は
文
献
放
抽
出
し
て
詐
か
で
な
い

が
、
利
以
の
沈
政
四
年
二
且
眼
目
災
に
織
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
利
怖
の
天
保
十
ご
年
正
月
八
日
亦
隣
邑
よ

り
火
を
失
し
て
山
間
関
を
延
焼
し
、
十
四
年
に
再
建
せ

ら
れ
た
も
の
は
、
安
政
元
年
十
一
月
十
問
日
焼
亡
し

た
。
之
に
次
い
で
述
築
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
印
ち
以

後
の
も
の
で
、
之
を
給
制
に
よ
っ
て
測
れ
ば
、
怒川町

三
刊
六
十
帥
山
川
町
で
あ
っ
た
。
明
治
四
年
燐
滞
の
後
、

一止山町
・
副
院
・
玄
酬
を
磁
し
、
他
付
静
脈
段
し
た
。

ナ
ヌ
カ
イ
チ
ハ
ン
Z

ド
テ
イ
七
日
市
港
江
戸
邸

ハ
一
〉
上
農
政

l
七
目
前
滞
の
江
戸
上
民
政
は
、
務
組

前
町
利
掛
干
の
時
に
は
辰
口
に
在
っ
た
。
読
し
加
担
滞

の
上
問
国
政
に
後
し
て
ゐ
た
の

E
あ
る
。
立
氷
九
年
十

二
H
官
九
日
初
め
て
知
俄
L
、
利
口
w
の
明川町
三
年
正

月
十
九
日
、
利
英
の
元
政
十

一
年
九
且
六
日
航
ぴ
に

延
焼
の
般
に
椴
っ
た
。
是
を
以
て
同
年
イ
月
初
邸
地

を
釧
川
氏
に
似
ひ
、
そ
の
代
り
に
川
安
門
町
凶
小
約
四

三
千
拡
百
三
十
五
歩
を
以
て
ぜ
ら
れ
た
が
、
利
辺
町

正
徳
一苅
年
二

H
H
六
日
盟
に
番
町
捌
伸
明
四
千
三
百
九

十
四
歩
の
地
に
判
じ
た
。
然
る
に
平
保
入
年
十
二
H

番
町
の
上
屋
敷
が
災
に
継
っ
た
の
で
、
九
年
正
月
ま

た
牢
磁
門
外
二
千
五
百
歩
の
地
に
紗
っ
た
。
牢
城
門

の
脳
は
、
利
以
の
誌
政
四
年
七
且
』
H

一
日
焼
亡
し
、

利
怖
の
安
政
二
年
十
且
二
日
夜
民
留
に
よ
っ
て
悦
引

し
、
後
修
m
M
せ
ら
れ
て
明
治
に
及
ん
だ
。

。

• 


